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保護期間

原則　著作者が生存している間および死後５０年

例外

・　無名・変名（周知の変名は除く）の著作物

      →公表後５０年（死後５０年経過が明らかであれば、その時点まで）

・　団体名義の著作物

     →公表後５０年（創作後５０年内に公表されなかったときは創作後５０年）

映画の著作物
　  →公表後７０年（創作後７０年内に公表されなかったときは創作後７０年）


